
 

育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た中小企業事業主（労働者数 100 人以下）

に助成金を支給 

労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主に対し、その設置、運営、増築及び保育遊

具等購入に係る費用の一部を助成 

中小企業子育て支援助成金 

事業所内保育施設設置・ 
運営等助成金 

仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主を助成 

労働者の育児休業取得期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に、そ

の取組の一部を助成 

両立支援レベルアップ助成金 

育児休業取得促進等助成金 
（育児休業取得促進措置） 

労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組の

一部を助成 
育児休業取得促進等助成金 
（短時間勤務促進措置） 

労
働
条
件
の
改
善
に
取
り
組
む 

都道府県労働局長の認定を受けて介護福祉機器を新たに導入し、適切な運用を行った場合に費用

の一部を助成 
介護労働者設備等整備モデル奨励金 

起
業
す
る 

45 歳以上の高年齢者が 3 人以上共同して創業する 高年齢者等共同就業機会創出助成金 

創業・異業種進出・生産性向上のために人材を雇用する 中小企業基盤人材確保助成金 

指定地域で地域再生事業を創業し、人材を雇用する 地域再生中小企業創業助成金 

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
等
を
行
う 

※各助成金の受給に関しては、細かく要件が定められております。具体的な受給要件に関しては、最寄のハローワークにてお尋ねください。 


